
 議案第１２号 

郷土芸能伝承館の管理運営に関する令和６年度協定の締結並びに令和６年

度事業計画の承認について 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年３月７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

郷土芸能伝承館の管理運営に関する令和６年度協定の締結並びに令和６年度

事業計画の承認について 

郷土芸能伝承館について、指定管理者と「令和６年度協定」を締結する。また、

指定管理者より提出された「令和６年度事業計画」について承認する。 

（１）東京都板橋区立郷土芸能伝承館の管理運営に関する年度協定（案） 

（２）令和６年度東京都板橋区立郷土芸能伝承館指定管理者事業計画書 

 

（提案理由） 

 郷土芸能伝承館の令和６年度業務実施にあたり、年度協定を締結し、指定管理

業務の事業計画を承認し、決定する必要がある。 



東京都板橋区立郷土芸能伝承館の管理運営に関する年度協定(案)

東京都板橋区教育委員会（以下「甲」という。）と株式会社サンワックス（以下「乙」という。）は、

東京都板橋区立郷土芸能伝承館（以下「伝承館」という。）の管理運営に関する業務（以下「管理業務」

という。）について、「東京都板橋区立郷土芸能伝承館の管理運営に関する基本協定」（以下「基本協定」

という。）第４条に基づき、令和６年度の協定を以下のとおり締結する。

（目的）

第１条 本協定は、令和６年度の伝承館の管理業務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（協定期間）

第２条 本協定の協定期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。

（管理業務）

第３条 乙が行う令和６年度の伝承館の管理業務の細目は、別記１に定めるとおりとする。

（事業計画書等）

第４条 乙は、基本協定第 21 条に基づき、次に掲げる事項を定めた事業計画書を前年度２月中旬まで

に提出し、甲の承認を得なければならない。

（１）管理運営上の基本方針、管理運営（組織）体制

（２）施設利用に関すること（利用料金・利用時間・休館日・利用申込等）

（３）人員配置・研修（個人情報の保護に関する研修を含む）に関すること

（４）環境衛生管理業務の計画

（５）施設・設備の保守点検及び修繕の計画

（６）教育委員会・区事業に関すること

（７）情報管理体制

（８）危機管理体制・緊急時対応

（９）委託業務及び委託先業者の一覧

（10）収支計画

（11）サービス水準

（12）その他甲が必要と認める事項

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認めるときは、乙に対し

てその変更を指示することができる。

３ 乙は、第１項の規定により提出した事業計画書の内容について、甲の承認を得て変更できる。

４ 乙は、指定管理業務を安定して行う経済基盤を有していることを明らかにするため、乙の事業年

度の決算が確定した時点で、速やかに法人の決算書及び関係書類を甲に提出しなければならない。

（指定管理料）

第５条 基本協定第 11 条に規定する伝承館の管理業務に要する経費について、令和６年度において甲



が乙に支払う指定管理料は、金２１，４５８，１７０円（消費税相当分を含む）とする。

２ 指定管理料のうち、基本協定第 23 条に基づき乙が実施する修繕・工事の限度額は、金８５８，０

００円とする。また、余剰金が発生した場合は甲乙確認後、乙は甲に返還するものとする。

３ 指定管理料のうち、太鼓修繕費の限度額は、金４９１，３７０円とする。また、完了後、余剰金

が発生した場合は甲乙確認後、乙は甲に返還するものとする。

４ 指定管理料のうち、Wi-Fi 初期設定費の限度額は、金１，３００，０００円とする。また、完了

後、余剰金が発生した場合は甲乙確認後、乙は甲に返還するものとする。

５ 前三項の限度額を超えた修繕・工事、太鼓修繕及び Wi-Fi 初期設定の必要が生じた場合は、速や

かに甲に報告し、その対応について甲と協議する。

６ 指定管理料のうち、光熱水費及び電話料について、使用期間が２月以上にまたがるものは、請求

日の属する月の経費として計上すること。

（指定管理料の変更）

第６条 本協定の締結後生じた事由のため、管理業務の執行に要する費用を変更すべき特別な事情が

生じた場合には、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。

（管理業務報告）

第７条 乙は、基本協定第 22 条第４項に基づき、毎月 10 日以内に、前月の次に掲げる事項をまとめ

た前月の業務報告書を作成し、甲に提出するものとする。

（１）利用者数、利用料金、利用件数等に関する実績並びに対前年度比較

（２）収支報告

（３）研修実績

（４）環境衛生管理業務の実績

（５）施設・設備保守点検及び修繕実績

（６）その他甲が必要と認める報告

２ 乙は、基本協定第 22 条第４項に基づき、各四半期終了後 20 日以内に、当該３ヶ月間の次に掲げ

る事項を統括した四半期統括書を作成し、甲に提出するものとする。

（１）利用者数、利用料金、利用件数等に関する実績並びに対前年度比較

（２）収支報告

（３）研修実績

（４）環境衛生管理業務の実績

（５）施設・設備保守点検及び修繕実績

（６）その他甲が必要と認める報告

（履行確認）

第８条 乙は、甲が実施する履行確認に応じなければならない。

２ 乙は、履行確認の実施にあたり、甲から立ち入り検査ほか必要書類の提出及び説明を求められた

ときは、これに応じなければならない。

３ 乙は、履行確認において甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容に従い、速

やかに管理業務の改善等を行わなければならない。



（指定管理料の支払）

第９条 甲は、乙からの書面による請求に基づき、履行確認のうえ、月毎に指定管理料を支払うもの

とする。

２ 月毎に支払う指定管理料の内訳は、別記２のとおりとする。

（利用料金の取扱い）

第 10 条 利用料金は、利用日に関わらず、領収日の属する年度の収入とする。

（利益等の率）

第 11 条 基本協定第 11 条第３項に定める利益等の率は、１３．０％とする。

（超過した利益等の還元方法）

第 12 条 基本協定第 12 条第２項に定める還元方法については、利用者の安全性及び快適性を踏まえ、

甲乙協議の上、次の各号に掲げる中から選択し、決定するものとする。

（１）施設の安全性かつ快適性につながる修繕及び工事

（２）施設利用者の要望を踏まえた備品の更新

（３）施設の設置目的の範囲内で、区民サービスの向上に資する事業の実施

（４）現金による還付

２ 還元にあたっては、１つあるいは複数の方法を選択して、区に全額還元するものとする。その際、

前項の第１号または第２号を選択した場合の総額及び１件当たりの上限については、協定書に定

める修繕・工事費、並びに備品購入費の総額及び１件当たりの上限とする。

３ 甲は、基本協定第 22 条に定める事業報告を受けてから１か月以内に、還元方法や内容（概算額や

件名など）を承認し、乙は、事業報告書を提出した年度内に還元を完了させるものとする。

（事業報告書）

第 13 条 乙は、基本協定第 22 条第２項に基づき、事業年度終了後 30 日以内に次に掲げる事項の事業

報告書を作成し、甲に提出するものとする。

（１）管理運営実施体制、年間の総括及び分析報告

（２）職員の雇用状況並びに区内雇用者内訳

（３）利用者数、利用料金、利用件数等に関する実績並びに対前年度比較

（４）収支報告

（５）利益等の還元がある場合は、還元方法や内容（概算額や件名など）

（６）研修実績（個人情報の保護に関する研修を含む）

（７）施設・設備保守点検及び修繕実績

（６）指定管理者評価シート（サービス水準の達成状況を盛り込んだ自己評価）

（７）利用者アンケートや利用実績の分析による自己評価の結果

（８）委託業務及び委託先業者

（９）個人情報措置状況自己点検

（10）区内業者活用状況



（11）その他甲が必要と認める報告

（協定の改定）

第 14 条 管理業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲

乙協議の上、本協定を改定することができる。

（協議事項）

第 15 条 本協定の解釈について疑義が生じた場合、又は協定に定めのない事項が生じた場合、甲と乙

は誠意をもって協議するものとする。

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。

令和６年４月１日

   

甲（板橋区）

東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1 号

                        

板橋区長 坂本 健

                        

東京都板橋区教育委員会

乙（指定管理者）

                     埼玉県行田市行田 22 番 10 号

株式会社サンワックス

                      代表取締役 野原 治人



別記１

板橋区立郷土芸能伝承館管理業務の細目

令和元年６月板橋区立郷土芸能伝承館公募時に示した板橋区立郷土芸能伝承館指定管理者業務

要求水準書（令和元年６月 12日地域教育力担当部長決定）の業務

Ⅰ-Ⅰ 施設の運営に関すること

１ 利用承認等に係る業務（施設の利用承認、不承認及び取消し等、利用料金の収納、利用料金の減

免申請の受付・承認及び還付、帳簿・帳票の作成及び保管、収納金の点検等）

２ 従事者に関すること（届出、諸規定及び設備機器の熟知、身だしなみの配慮等）

３ 受付・案内業務等

（１）受付員の配置

（２）施設利用者に対する案内、受付、接客

（３）施設の備品貸出に関する業務（備品の整理、貸出・利用の指導、数量破損等の点検、修繕等）

（４）問い合わせ対応業務

（５）管理日誌の作成及び毎月甲へ提出

（６）苦情及び要望への対応業務

（７）遺失物等管理業務

４ 庶務

５ 教育委員会との協力・連絡調整等

６ 郷土芸能伝承館利用者懇談会の実施

７ 郷土芸能伝承館利用団体発表会（伝統芸能まつり）

８ 地域行事との連携・連絡調整

９ 利用促進・広報業務

10 個人情報の取り扱い

11 環境マネジメントに基づく事務

12 文書等の管理・保管

Ⅰ-Ⅱ 保安警備業務

１ 保安、防災及び施設内整理

２ 緊急時への対応

（１）予防措置

（２） 緊急時・災害時の対応

（３） 急病者等への対応

３ 機械警備業務



Ⅱ 施設及び設備の維持管理に関すること

Ⅱ-Ⅰ 環境衛生維持管理業務

１ 清掃業務（日常及び定期清掃）

２ 害虫駆除業務

３ 樹木剪定・除草業務

Ⅱ-Ⅱ 設備の管理及び保守点検業務

１ 空調・換気等設備管理及び保守点検業務

２ 排水設備管理業務

３ 建築設備定期検査業務

４ 自動ドア保守点検業務

５ 消防設備保守点検業務

６ 自転車整備点検業務

７ ＡＥＤ日常点検業務



別記２

指定管理料内訳書

単位（円）

金額 備    考

令和６年４月 ３，４０７，５４４円

太鼓修繕費
491,370 円、Wi-Fi
初期設定費
1,300,000 円及び
端数 8円を含む

令和６年５月 １，６１６，１６６円

令和６年６月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和６年７月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和６年８月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和６年９月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和６年 10月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和６年 11月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和６年 12月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和７年１月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和７年２月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

令和７年３月 １，６４３，４４６円
Wi-Fi 回線費

27,280 円を含む

計 ２１，４５８，１７０円

金額には、消費税相当分を含む。


